
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川西市立多田東小学校だより No.34                         令和 4 年 8 月 29 日発行  

未 来 の 光                          

学校 HP http://www.kawanishi-hyg.ed.jp/tadahipo/ 

 

2学期がスタート 

 

今日から２学期が始まりました。コロナ禍の中での夏休み、子どもたちのくらしぶりはいかが

でしたでしょうか？ 

何でもいいから「これをやったよ！」と、自信をもって言える夏休みであれば合格です。 

２学期は、運動会、音楽会、子どもまつり等、なかなか盛りだくさんです。通常の学習同様、

行事においても、自分が担当したことに対して、自分なりのめあてをもち、そのめあての達成に

向けて挑戦していくことが大切だと考えています。子どもたちには、「こんなことをがんばりた

い」、「こんな体験をしたい」という自分なりのめあてをたて、それに向けて努力し、達成感や満

足感を感じてほしいと思います。行事を通して、子どもたちを育てるということを大切にしたいと

考えます。 

子どもたちが自分の目標に向かって全力で挑戦、創意工夫する姿をたくさんお見せできれ

ばと思います。そして、子どもたちの笑顔がいっぱい見られますように、ご支援よろしくお願い

いたします。 

 

 
新しいカタチに・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下の２点についても、今月より変更します。 

①各学年の学年だよりを縮小し、学校だより「未来の光」に統合します 

 行事予定など、内容が重なるものについては、学校だよりに集約します。学年ならではの連

絡については、これまで通り必要に応じて発行し、ミマモルメでお知らせします。 

②学校だより「未来の光」は、学校 HPへの掲載は取りやめ、ミマモルメにて送信します 

 これまで学校 HP に掲載しておりましたが、学校関係者のみへの発信に切り替えるため、ミマ

モルメでの発信に変更します。 

3年生・4年生についても、教科担任制の試行を始めます 

 

「小学校は学級担任制で・・・」という従来の考え方にとらわれることなく、各教員のそれ

ぞれの強みや専門性を最大限に発揮するとともに、学年の子どもたち一人ひとりを複数の

教師の目により、多角的・多面的な児童理解を図っていくため、教科担任制を推進してい

きます。 当該学年学級のみならず、他学年学級によっては、一部、時間割の変更を行う

場合もあります。ご理解ご了承願います。 

 詳細につきましては、各学年より別途お知らせします。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8・9・10月予定 

8月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

29日（月） 2学期始業式 3校時まで 

30日（火） 地区別児童会（3校時）3校時まで 

31日（水） 3校時まで 

    身体測定 

 

9月 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

1日（木） 給食開始  

  身体測定   

2日(金) 身体測定   委員会活動 

12日（月) 10分間読書～16日（金） 

19日（月） 敬老の日 

21日（水） 授業参観（分散方式）～22日（木） 

23日（金） 秋分の日 

29日（木）  火災避難訓練 

30日（金）   クラブ見学 クラブ活動 

 

 

 

10月（案） 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

4日（火） 火災避難訓練 

6日（木）  校外学習  

7日（金） 就学時健康診断 

13日（木） 児童集会 

17日（月）   環境体験

学習 

   

18日（火）    出前授業   

19日（水）    出前授業   

20日（木）   予備日    

29日（土） 第 40回 運動会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

授業参観・学級懇談（9月 21日（水）22日（木））について 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、3 密を防ぐべく、分散形式にて実施します。

4月度同様、 

21日（水）は東多田・鼓が滝 1丁目   

22日（木）は平野・鼓が滝 2、3丁目・多田桜木 

に分かれて、参観願います。ご都合が悪い場合は、この割り当ての限りではありません。 

 

また、学級懇談については、今回、試験的に中止します。その理由として、新型コロナウイ 

ルス感染症に対するお考えにより参加を控えたり、保護者のライフスタイル（就労や就学前の 

きんたくん学びの道場：7日（水）9日（金）14日（水）16日（金）21日（水）28日（水） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会(10月 29日(土))について 

 

昨年度同様の形式、午前中開催を予定しています。学年ごとに『表現』『走』を行い、最もト 

ラックに近い「該当学年ゾーン」でお子さまの学年の演技等をご覧いただきます。お子さまの

学年演技が終了し、次の学年が始まるまでは、一度「該当学年ゾーン」を空にします。その都

度ご案内をいたします。他学年の演技等については、そのゾーンから外側でご覧願います。   

予定通り実施した場合、11月 4日(金)が代休となります。 

 

音楽会（11月 26日(土)）について 

 

現時点では、練習から当日の実施方法まで、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講

じたうえで実施するものとしています。ただし、従来のような、ステージ・ひな壇に並んだ各学

年の合唱や合奏を、フロアーから全学年の保護者のみなさまに一堂に会して鑑賞していた

だくようなことはできません。当該学年のみを対象とした「入れ替え制」の形で実施したいと考

えています。今後、その安全な運営方法の詳細について検討を重ねてまいります。その中

で、11 月 26 日（土）午前中という予定をも変更する場合もありうることについてご了承願いま

す。また、今後の感染状況により、やむを得ず「中止」という選択をしなければならないことも

含めてご理解ご協力をお願いいたします。 

 

ごきょうだいの対応など）により参加したくても時間的な余裕がなかったりという状況から、ここ

2～3 年の傾向として、学級懇談会については、ご参加いただく保護者の割合が極めて低い

という状況もあります。 

新しい懇談のカタチ、保護者と学校が共通理解を図る効果的な方法について模索してい

く時期に来ていると感じています。 

12月に予定しています個人懇談については、予定通り実施いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2学期も、子どもたちの登下校の負担軽減を～熱中症予防×コロナウイルス感染防止～ 

 

給食なし校時期間の授業時数について 

以下の 3日間については、3校時終了後の下校(11時 25分)として、子どもたちの下校の

安全を確保します。ご理解ご協力をお願いします。 

 8月 29日（月） 30日（火） 31日（水） 

 

 

マスク着用について（継続） 

集団登校の場合、2ｍ以上の距離を確保しながら集団登校することは難しく、マスク着用は

引き続き基本的な感染対策であるとします。が、気温・湿度や暑さ指数（WBGT）が高い日、

子ども自身が暑かったり、しんどかったりを感じたとき、距離は十分ではないが、おしゃべりを

しないというときには、すぐにマスクを外します。自分で考えて行動できるよう、お子さまにお

話しいただきますよう、お願いいたします。 

一方で、ご家庭の方針や、お子さま自身並びに登校班のお友だちの体調不調などを理由

に、熱中症リスクに気を付けながらマスクを着用することもあると考えます。 

 

 

暑さ対策について（継続） 

○登下校時の帽子の着用や日傘、濡らしたタオル等を首に巻く、通気性の良い衣服や吸水

性、速乾性に優れた下着などの着用など、暑さ対策をしていただくよう願いいたします。 

  携帯扇風機について、質問が届きます。これも暑さ対策の一つと考えます。時と場所、使

い方を考えて、自己管理で持ってきても構いません。 

 

○その日の天候にもよりますが、水分が足りていないときがあるように見受けられます。水分

を十分に補給できるよう、1日分のお茶（１ℓ ぐらい）が入るような水筒をご用意ください。 

 

○ペットボトルそのままの状態での持参はご遠慮願います。ペットボトルカバー等をつけてく

ださい。お茶に加えて、体育授業のある時は、スポーツドリンクのご準備を。 

 

○現在ランドセルを使用していて負担を感じている場合、両手が自由になるリュックサックや

ショルダーバック、手提げ袋等に変えることを可とします。また、基本的に、宿題に使わな

い教科書は学校に置きとどめる（置き勉）こととしていることも引き続き実施しています。今

まで通りランドセルもよし、リュックサックに変更もよし、日によって使い分けもよし、柔軟にご

対応いただきますよう、お願いします。 

 

○タブレットの持ち帰りについては、「次の日の学習で必要なときは、学級担任から、連絡帳

に持ち物として、タブレットを記述し、必ず持ってくるようにする。記述がなければ、家庭に

置いておく。」とし、「週末の金曜日には学校から必ず持ち帰り、土日曜日の家庭学習に

使用する」は継続します。 逆に、学習活動の継続性から、学級担任の判断で「学校に置

いて帰る」ということもあり得ます。  


